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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

 
 

回次
第43期

第２四半期累計期間
第44期

第２四半期累計期間
第43期

会計期間
自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日

自 平成27年１月１日
至 平成27年６月30日

自 平成26年１月１日
至 平成26年12月31日

売上高 (千円) 16,138,911 16,885,288 32,828,722

経常利益 (千円) 387,953 246,073 616,392

四半期(当期)純利益 (千円) 242,812 101,287 337,357

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 2,297,430 2,297,430 2,297,430

発行済株式総数
(内、普通株式)
(内、Ａ種優先株式)

(千株)
9,760
(8,680)
(1,080)

9,510
(8,680)
(830)

9,600
(8,680)
(920)

純資産額 (千円) 6,952,536 6,952,733 6,920,092

総資産額 (千円) 96,175,688 100,959,881 102,564,802

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 32.83 13.59 41.72

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 17.67 9.26 25.12

１株当たり配当額 (円)

普通株式
―

Ａ種優先株式
―

普通株式
―

Ａ種優先株式
―

普通株式
5.50

Ａ種優先株式
30.00

自己資本比率 (％) 7.2 6.9 6.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △2,641,622 △1,745,248 △4,841,731

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △207,501 △97,838 △29,499

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △973,194 △1,185,352 4,336,901

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 6,802,185 7,061,735 10,090,173
 

 

回次
第43期

第２四半期会計期間
第44期

第２四半期会計期間

会計期間
自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 20.98 10.24
 

(注) １  売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　持分法を適用した場合の投資利益については、持分法を適用すべき重要な関連会社が存在しないため記載し

ておりません。

３　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容につい

て、重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス

ク」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

(1)業績の状況

①経営成績に関する分析

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、円安、株高、原油価格の下落を背景として、輸出や設備投資が増

加基調で推移しました。また個人消費の回復が見られ、国内経済は緩やかな回復傾向が持続しております。その一

方で輸入原材料価格の高騰などにより、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような状況の中、当社は、営業部門におきましては、医療関連営業部東北営業課（仙台市）の新設等、組織

体制を一部変更し、積極的に営業活動を展開してまいりました。その結果、当第２四半期累計期間における新規受

注高は15,977百万円（前年同四半期比11.5%減）となりました。

損益面では、当第２四半期累計期間の売上高は16,885百万円（同4.6％増）、営業利益は237百万円（同37.9％

減)、経常利益は246百万円（同36.6％減）、四半期純利益は税制改正に伴う繰延税金資産の取崩等により、101百万

円（同58.3％減）となりました。

 

②セグメントの業績

当第２四半期累計期間におけるセグメントの業績は次のとおりであります。なお、各セグメントにおける売上高

については「外部顧客に対する売上高」の金額、セグメント利益については報告セグメントの金額を記載しており

ます。

 

［リース・割賦・営業貸付］

リース・割賦・営業貸付の新規受注高は15,747百万円（前年同四半期比6.0％減）、営業資産残高は72,061百万円

（前期末比2.1％増）となりました。また、売上高は15,318百万円（前年同四半期比4.6％増）、セグメント利益は

78百万円（同62.8％減）となりました。

 

［不動産賃貸］

不動産賃貸の新規受注高は104百万円（前年同四半期比91.7％減）、営業資産残高は13,620百万円（前期末比

0.6％減）となりました。また、売上高は1,511百万円（前年同四半期比5.5％増）、セグメント利益は415百万円

（同3.4％増）となりました。

 

［その他］

その他の新規受注高は126百万円（前年同四半期比259.5％増）、営業資産残高は487百万円（前期末比28.7％減）

となりました。また、売上高は56百万円（前年同四半期比8.6％減）、セグメント利益は8百万円（同39.1％減）と

なりました。
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③財政状態に関する分析

当第２四半期会計期間末の総資産は、前期末比1,605百万円減少し100,960百万円となりました。これは主に現金

及び預金の減少によるものです。

負債合計は、前期末比1,638百万円減少し94,007百万円となりました。これは主に長期借入金の減少によるもので

す。

純資産合計は、前期末比33百万円増加し6,953百万円となりました。これは主にその他有価証券評価差額金の増加

によるものです。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前期末比3,028百万円減少し、7,062百万円となり

ました。当第２四半期累計期間における各区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益が253百万円となり、割賦債権の減少額812百万円、賃貸資産減価償却費380百万円等の増加に

対し、リース債権及びリース投資資産の増加額2,300百万円、仕入債務の減少額524百万円等の減少により1,745百万

円の減少（前年同四半期は2,642百万円の減少）となりました。

 

②投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入192百万円、投資有価証券の償還による収入100百万円等の増加に対し、定期預金の預

入による支出378百万円等の減少により98百万円の減少（前年同四半期は208百万円の減少）となりました。

 

③財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入1,770百万円等の増加に対し、長期借入金の差引減少額1,270百万円、社債の償還による支

出875百万円、債権流動化の返済による支出652百万円等の減少により1,185百万円の減少（前年同四半期は973百万

円の減少）となりました。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更及び新たに発生し

た課題はありません。

 

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 27,000,000

Ａ種優先株式 3,000,000

計 30,000,000
 

(注)　「普通株式または優先株式につき消却があった場合でも、これに相当する株式数は減じない。」旨を定款に定

めております。

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成27年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年８月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 8,679,800 8,679,800 札幌証券取引所
(注１)
単元株式数　1,000株

Ａ種優先株式
(行使価額修正条
項付新株予約権付
社債券等)

830,000 830,000 ―
(注２，３，４，５，６)
単元株式数　1,000株

計 9,509,800 9,509,800 ― ―
 

(注) １　権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

２　Ａ種優先株式の行使価額修正条項付新株予約権付社債券等としての特質は次のとおりであります。

(１) 普通株式の株価の下落により、Ａ種優先株式の取得価額が下方に修正された場合に、同優先株式の取得請

求権の行使により交付される普通株式の数が修正前と比べて増加する定めがあります。

(２) 取得価額の修正の基準及び頻度

① 修正の基準

転換請求期間の初日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の札幌証券取引所における当会社の普通株式の

普通取引の毎日の終値(気配値表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)

② 修正の頻度

１年に２回(平成26年１月21日から平成32年12月31日までのうち、毎年２月１日及び８月１日)

(３) 取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

① 取得価額の下限

182円47銭

② 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

4,548,692株（平成27年７月31日現在におけるＡ種優先株式の発行済株式総数に基づき算定）

(４) 当会社の決定によるＡ種優先株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無

当会社は、平成21年１月21日から平成32年12月31日までのうち、毎年６月１日から６月30日の期間内または

12月１日から12月31日の期間内において、法令の範囲内で、Ａ種優先株式の全部または一部を金銭を対価と

して取得することができます。
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３　Ａ種優先株式の内容は、次のとおりであります。

(１) 優先配当金

①　当会社は、剰余金の配当を行うときは、Ａ種優先株式を有する株主(以下「Ａ種優先株主」という。)また

はＡ種優先株式の登録株式質権者(以下「Ａ種優先登録質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主

(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録質権者」という。)に先立

ち、Ａ種優先株式１株につき30円を当該事業年度における上限として、発行に際して取締役会で定める額

の剰余金(以下「Ａ種優先配当金」という。)を配当する。

②　ある事業年度においてＡ種優先株主またはＡ種優先登録質権者に対して支払う剰余金の配当の額がＡ種優

先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

③　ある事業年度においてＡ種優先株主またはＡ種優先登録質権者に対しては、Ａ種優先配当金を超えて剰余

金の配当は行わない。

(２) 残余財産の分配

当会社の残余財産を分配するときは、普通株主または普通登録質権者に先立ち、Ａ種優先株主またはＡ種優

先登録質権者に対し、Ａ種優先株式１株につき1,000円を支払う。

前記のほか、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録質権者に対しては残余財産の分配は行なわない。

(３) 金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)

Ａ種優先株主は、平成21年１月21日から平成32年12月31日までのうち、毎年５月１日から５月31日(当該日

が営業日でない場合には翌営業日)までの期間(以下「期末償還請求期間」という。)または11月１日から11

月30日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)までの期間(以下「中間償還請求期間」といい、期末償還

請求期間と中間償還請求期間を「償還請求期間」と総称する。)において、法令の範囲内で、Ａ種優先株式

の全部または一部につき、金銭を対価とする取得請求(以下「償還請求」という。)をすることができる。当

会社は、それぞれ、期末償還請求期間または中間償還請求期間満了の日から１ヶ月以内に、法令の定めに従

い、株式の取得および対価である金銭の交付(以下「償還」という。)の手続を行うものとする。但し、各償

還請求期間において法令の定める限度額を超えてその発行しているＡ種優先株式の株主からの償還請求が

あった場合、各Ａ種優先株主が償還請求を行った株式数によるあん分比例の方式により決定し(但し、各Ａ

種優先株主毎にあん分比例の方式による計算の結果生ずることとなる１株未満の端数については、切捨てた

数とする。)、あん分比例の方式により決定できない残余分についてはそれぞれ期末償還請求期間または中

間償還請求期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。また、取得の対価として当会社

がＡ種優先株主またはＡ種優先登録質権者に交付する金銭の額は、１株につき1,000円とする。

(４) 金銭を対価とする取得条項(強制償還)

当会社は、平成21年１月21日から平成32年12月31日までのうち、毎年６月１日から６月30日(当該日が営業

日でない場合には翌営業日)の期間(以下「期末強制償還期間」という。)内または12月１日から12月31日(当

該日が営業日でない場合には翌営業日)の期間(以下「中間強制償還期間」といい、期末強制償還期間と中間

強制償還期間を「強制償還期間」と総称する。)内において、法令の範囲内で、Ａ種優先株式の全部または

一部を、金銭を対価として取得(以下「強制償還」という。)することができる。なお、一部のＡ種優先株式

についてのみ強制償還をするときは各Ａ種優先株主が有するＡ種優先株式の株式数によるあん分比例の方式

により決定し(但し、各Ａ種優先株主毎にあん分比例の方式による計算の結果生ずることとなる１株未満の

端数については、切捨てた数とする。)、あん分比例の方式により決定できない残余分についてはそれぞれ

期末強制償還期間または中間強制償還期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。取得

の対価として当会社がＡ種優先株主またはＡ種優先登録質権者に交付する金銭の額は１株につき1,000円と

する。

(５) 議決権

Ａ種優先株主は、当会社株主総会における議決権を有しない。

(６) 株式の併合又は分割、募集割当てを受ける権利等

①　当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、Ａ種優先株式について株式の併合または分割は行わな

い。

②　当会社は、Ａ種優先株主に対し、募集割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を

与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。

(７) 普通株式を対価とする取得請求権(転換予約権)

Ａ種優先株主は、以下に定める転換(以下において定義される。)を請求し得べき期間中、以下に定める転換

の条件で、当会社に対し、当会社の普通株式を対価として、その有するＡ種優先株式の取得(以下「転換」

という。)を請求することができる(以下、普通株式を対価とする取得請求権を「転換予約権」という。)。

①　転換を請求し得べき期間

平成26年１月21日から平成32年12月31日までのうち、毎年２月１日から４月30日(当該日が営業日でない

場合には翌営業日)まで及び８月１日から10月31日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)まで(それぞ

れ、以下「転換請求期間」という。)
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②　転換の条件

Ａ種優先株式は、下記の転換の条件で当会社の普通株式への転換を請求することができる。

イ．当初転換価額

最初の転換請求期間の初日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)における時価とする。なお、上記

「時価」とは、当該転換請求期間の初日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)に先立つ45取引日目

に始まる30取引日の証券会員制法人札幌証券取引所(以下「札幌証券取引所」という。)における当会社

の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その

計算は円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を切り上げる。

ロ．転換価額の修正

転換価額は、最初の転換請求期間経過後の各転換請求期間において、Ａ種優先株式の全部または一部に

ついて転換請求がなされる場合には、当該転換請求期間の初日(当該日が営業日でない場合には翌営業

日)における時価に修正されるものとし、転換価額は当該転換請求期間の初日(当該日が営業日でない場

合には翌営業日)以降次回の転換請求期間の初日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)の前日まで

の間、当該修正後の価額に修正される。但し、算出された価額が当初転換価額の70％相当額(以下「下

限転換価額」という。)を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。また、算出された価

額が当初転換価額の130％相当額(以下「上限転換価額」という。)を上回るときは、修正後の転換価額

は上限転換価額とする。転換価額が転換請求期間の初日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)の前

日までに、下記ハ．により調整された場合には、下限転換価額および上限転換価額についても同様の調

整を行うものとする。

上記「時価」とは、当該転換請求期間の初日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)に先立つ45取引

日目に始まる30取引日の札幌証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示

を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第３位まで算出し、その

小数第３位を切り上げる。但し、当会社の普通株式が転換請求期間の初日(当該日が営業日でない場合

には翌営業日)に先立って札幌証券取引所において上場廃止された場合には、当会社の普通株式の上場

廃止の日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の札幌証券取引所における当会社の普通株式の普通取引

の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とし、その計算は円位未満小数第３

位まで算出し、その小数第３位を切り上げる。

ハ．転換価額の調整

Ａ．Ａ種優先株式の発行後、次のａないしｃのいずれかに該当する場合には、転換価額を次に定める算式

(以下「転換価額調整式」という。)により調整する。
　

    既発行

普通株式数
＋

新規発行普通株式数×１株当たり払込金額

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
１株当たり時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数
 

　
ａ．転換価額調整式に使用する１株当たり時価を下回る払込金額または処分価額をもって、普通株式を

発行または当会社が有する普通株式(以下「自己株式」という。)を処分する場合(但し、株式分

割、転換予約権付株式の転換または新株予約権の行使による場合を除く。)、調整後の転換価額

は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適

用する。なお、自己株式の処分の場合には、転換価額調整式における「新規発行普通株式数」は

「処分自己株式数」、「１株当たり払込金額」は「１株当たり処分価額」とそれぞれ読替える。

ｂ．株式分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式分割のための株主割当日があ

る場合はその翌日以降、株式分割のための株主割当日がない場合は、当会社の取締役会において株

式分割の効力発生日と定めた日の翌日以降、これを適用する。

ｃ．転換価額調整式に使用する１株当たり時価を下回る価額をもって普通株式の新株予約権または普通

株式への転換予約権を行使できる有価証券を発行または処分する場合、調整後の転換価額は、当該

新株予約権または転換予約権を行使できる有価証券の発行日もしくは処分の日に、または募集のた

めの株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行または処分された新株予約権または有価証券

上の転換予約権が全額行使されたものとみなし、その発行日もしくは処分の日の翌日以降またはそ

の割当日の翌日以降これを適用する。

Ｂ．上記Ａ．ａないしｃに掲げる場合のほか、合併または普通株式の併合等により転換価額の調整を必要

とする場合には、当会社の取締役会が適当と判断する転換価額に調整される。

Ｃ．転換価額調整式に使用する１株当たり時価は、調整後転換価額を適用する日(当該日が営業日でない

場合には翌営業日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の札幌証券取引所における当会社の普通株

式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は

円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を切り上げる。
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Ｄ．転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する日(当該日が営業日でない

場合には翌営業日)の前日において有効な転換価額とする。また、転換価額調整式で使用する既発行

普通株式数は、株主割当日がある場合はその日(但し、株式分割を行うための当会社の取締役会にお

いて株主割当日以外の日を株式分割の効力発生日と定めた場合は、その日)、また、株主割当日がな

い場合は調整後転換価額を適用する日の１ヶ月前の日における当会社の発行済普通株式数(当該新規

発行分は含まれない。)とする。

Ｅ．転換価額調整式の計算については、円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を切り上げる。

Ｆ．転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとどまると

きは、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価

額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額

を差引いた額を使用する。

ニ．転換により発行すべき普通株式数

Ａ種優先株式の転換により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。
 

転換により発行

すべき普通株式数
＝

Ａ種優先株主が転換のために

提出したＡ種優先株式の払込金額総額
÷ 転換価額

 

 

発行株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、当該端数につき金銭に

よる精算は行わない。

(８) 普通株式を対価とする取得条項(強制転換)

当会社は、平成32年12月31日までに償還(本項において、償還請求に基づく償還および強制償還に基づく償

還を含む。)されずかつ普通株式に転換されなかったＡ種優先株式を、その翌日(以下「Ａ種優先株式強制転

換基準日」という。)以降に開催される取締役会で定める日をもって、Ａ種優先株式１株の払込金相当額を

Ａ種優先株式強制転換基準日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)に先立つ45取引日目に始まる30取引

日の札幌証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値

のない日数を除く。)で除して得られる数の普通株式を対価として、取得する(本項において、「強制転換」

という。)。平均値の計算は、円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を切り上げる。但し、当該

平均値が下限転換価額を下回るときは、Ａ種優先株式１株の払込金相当額を下限転換価額で除して得られる

数の普通株式を対価として交付する。また、当該平均値が上限転換価額を上回るときは、Ａ種優先株式１株

の払込金相当額を上限転換価額で除して得られる数の普通株式を対価として交付する。なお、転換価額がＡ

種優先株式強制転換基準日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)までに前項に定める転換価額の調整に

より調整された場合には、下限転換価額および上限転換価額についても同様の調整を行うものとする。上記

の普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、これを切り捨て、当該端数につき金銭

による精算は行わない。

(９) 種類株主総会の決議

種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。

４　Ａ種優先株主が株主総会において議決権を有しない理由

資本の増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

５　権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

６　当会社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成27年４月１日～
平成27年６月30日(注)

△90,000 9,509,800 ― 2,297,430 ― 2,137,430
 

(注)　Ａ種優先株式の消却による減少であります。

 

(6) 【大株主の状況】

①　所有株式数別

平成27年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

関　寛 北海道札幌市豊平区 1,521 16.00

株式会社北洋銀行 北海道札幌市中央区大通西三丁目７ 1,241 13.05

芙蓉総合リース株式会社 東京都千代田区三崎町三丁目３－23 831 8.74

ノースパシフィック株式会社 北海道札幌市中央区南八条西８丁目523 823 8.65

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社(信託口４)

東京都中央区晴海一丁目８－11 293 3.08

株式会社北海道銀行 北海道札幌市中央区大通西四丁目１ 290 3.05

三井住友海上火災保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台三丁目９ 253 2.66

関　崇博 北海道札幌市豊平区 126 1.32

株式会社福島銀行 福島県福島市万世町２－５ 106 1.11

株式会社ほくやく
北海道札幌市中央区北六条西16丁目１－
５

100 1.05

計 ― 5,584 58.72
 

(注)　上記のほか、自己株式が1,226千株(12.89％、第3位)ありますが、上記大株主の状況には含めておりません。な

お、自己株式数には平成27年６月30日現在、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)が所有する当社株

式928千株を含めております。
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②　所有議決権数別

平成27年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数

(個)
総株主の議決権に対する
所有議決権数の割合(％)

関　寛 北海道札幌市豊平区 1,521 18.33

芙蓉総合リース株式会社 東京都千代田区三崎町三丁目３－23 831 10.01

ノースパシフィック株式会社 北海道札幌市中央区南八条西８丁目523 823 9.92

株式会社北洋銀行 北海道札幌市中央区大通西三丁目７ 410 4.94

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社(信託口４)

東京都中央区晴海一丁目８－11 293 3.53

株式会社北海道銀行 北海道札幌市中央区大通西四丁目１ 290 3.49

三井住友海上火災保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台三丁目９ 253 3.05

関　崇博 北海道札幌市豊平区 126 1.52

株式会社福島銀行 福島県福島市万世町２－５ 106 1.28

株式会社ほくやく
北海道札幌市中央区北六条西16丁目１
－５

100 1.20

計 ― 4,753 57.27
 

(注)　上記のほか、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)が所有する当社株式928,000株に係る議決権数が

928個(11.18％、第2位)ありますが、上記大株主の状況には含めておりません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成27年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式
Ａ種優先株式

830,000
―

「１　株式等の状況」「(1) 株式の
総数等」「②　発行済株式」の「内
容」欄の記載参照

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
普通株式

1,225,000
928 (注１、２)

完全議決権株式(その他)
普通株式

7,372,000
7,372 (注１)

単元未満株式
普通株式

82,800
― (注１、３)

発行済株式総数 9,509,800 ― ―

総株主の議決権 ― 8,300 ―
 

(注) １　権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

２　当社所有の自己株式が297,000株、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)が所有する当社株式が

928,000株含まれております。

３　当社所有の自己株式が527株、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成27年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)      

中道リース株式会社
北海道札幌市中央区北１条東
３丁目３番地

297,000 928,000 1,225,000 12.88

計 ― 297,000 928,000 1,225,000 12.88
 

(注)　他人名義で所有している理由等

所有理由 名義人の氏名又は名称 名義人の住所

「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」制度
の信託財産として拠出

資産管理サービス信託銀行株
式会社（信託Ｅ口）

東京都中央区晴海１丁目８
-12

 

 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(平成27年４月１日から平成27年

６月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成27年１月１日から平成27年６月30日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、瑞輝監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項によ

り、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集

団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいもの

として、四半期連結財務諸表は作成しておりません。　

  なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

  資産基準　　　    0.2％

  売上高基準　      1.6％

  利益基準　　　　  0.5％

  利益剰余金基準　  0.1％

※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成26年12月31日)
当第２四半期会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 10,432,173 7,589,735

  受取手形 802 1,786

  割賦債権 ※  22,751,615 21,897,464

  リース債権及びリース投資資産 ※  47,123,326 49,360,437

  営業貸付金 856,216 809,025

  その他の営業貸付債権 1,399,394 1,434,624

  賃貸料等未収入金 1,753,353 1,773,344

  その他の流動資産 797,949 816,388

  貸倒引当金 △151,019 △130,079

  流動資産合計 84,963,809 83,552,725

 固定資産   

  有形固定資産   

   賃貸資産 14,018,285 13,783,869

   社用資産 90,832 88,655

   有形固定資産合計 14,109,116 13,872,524

  無形固定資産 88,748 66,885

  投資その他の資産   

   その他の投資 3,374,159 3,433,473

   貸倒引当金 △96,072 △98,581

   投資その他の資産合計 3,278,087 3,334,892

  固定資産合計 17,475,952 17,274,300

 繰延資産 125,041 132,856

 資産合計 102,564,802 100,959,881

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 ※  1,377,102 567,535

  買掛金 3,035,015 3,320,218

  短期借入金 2,870,000 2,870,000

  1年内返済予定の長期借入金 23,985,711 24,023,198

  1年内償還予定の社債 1,750,000 2,064,000

  
1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債
務

6,000 -

  未払法人税等 248,339 172,524

  割賦未実現利益 1,185,089 1,122,834

  役員賞与引当金 22,000 -

  賞与引当金 43,798 23,078

  その他の流動負債 1,036,932 1,108,000

  流動負債合計 35,559,986 35,271,387
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成26年12月31日)
当第２四半期会計期間
(平成27年６月30日)

 固定負債   

  社債 6,474,000 7,085,000

  長期借入金 43,707,282 42,428,449

  債権流動化に伴う長期支払債務 1,902,256 1,256,402

  退職給付引当金 38,923 45,254

  受取保証金 6,074,571 5,954,307

  資産除去債務 464,549 489,288

  その他の固定負債 1,423,142 1,477,060

  固定負債合計 60,084,724 58,735,760

 負債合計 95,644,709 94,007,148

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,297,430 2,297,430

  資本剰余金 2,137,430 2,137,430

  利益剰余金 2,382,734 2,325,417

  自己株式 △197,402 △197,693

  株主資本合計 6,620,193 6,562,584

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 299,900 390,150

  評価・換算差額等合計 299,900 390,150

 純資産合計 6,920,092 6,952,733

負債純資産合計 102,564,802 100,959,881
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 16,138,911 16,885,288

売上原価 14,831,350 15,669,948

売上総利益 1,307,561 1,215,339

販売費及び一般管理費 ※  926,390 ※  978,778

営業利益 381,170 236,561

営業外収益   

 受取利息 142 212

 受取配当金 16,295 16,300

 償却債権取立益 1,738 3,039

 その他の営業外収益 468 464

 営業外収益合計 18,644 20,015

営業外費用   

 支払利息 8,913 8,201

 支払手数料 2,137 2,142

 その他の営業外費用 811 160

 営業外費用合計 11,861 10,503

経常利益 387,953 246,073

特別利益   

 投資有価証券売却益 29,401 -

 固定資産売却益 - 17,432

 特別利益合計 29,401 17,432

特別損失   

 固定資産売却損 - 10,263

 特別損失合計 - 10,263

税引前四半期純利益 417,354 253,242

法人税、住民税及び事業税 227,286 164,809

法人税等調整額 △52,744 △12,854

法人税等合計 174,542 151,955

四半期純利益 242,812 101,287
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純利益 417,354 253,242

 賃貸資産減価償却費 381,964 380,302

 社用資産減価償却費 22,229 24,020

 賃貸資産処分損益（△は益） △6,802 △2,708

 賃貸不動産処分損益（△は益） - △7,169

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,666 △18,431

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,239 6,330

 賞与引当金の増減額（△は減少） △47,165 △42,720

 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △29,401 -

 受取利息及び受取配当金 △16,437 △16,512

 資金原価及び支払利息 768,039 800,772

 リース債務の増減額（△は減少） 229,232 58,432

 割賦債権の増減額（△は増加） △189,045 811,521

 
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は
増加）

△2,367,104 △2,299,562

 営業貸付金の増減額（△は増加） 193,201 11,961

 前払費用の増減額（△は増加） △219,676 △133,724

 未収入金の増減額（△は増加） △182,083 △19,992

 賃貸資産の取得による支出 △136,878 △213,513

 賃貸資産の売却による収入 46,266 180,396

 差入保証金の増減額（△は増加） △54,968 △72,064

 固定化営業債権の増減額（△は増加） △43,659 9,028

 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △30,083 △120,264

 仕入債務の増減額（△は減少） △540,848 △524,364

 前受金の増減額（△は減少） 4,815 4,847

 その他 △744 139,586

 小計 △1,800,366 △790,586

 利息及び配当金の受取額 16,876 16,949

 利息の支払額 △757,014 △740,648

 法人税等の支払額 △101,118 △228,863

 役員退職慰労金の支払額 - △2,100

 営業活動によるキャッシュ・フロー △2,641,622 △1,745,248

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 投資有価証券の取得による支出 △62,871 △14,744

 投資有価証券の売却による収入 58,802 1,000

 投資有価証券の償還による収入 - 100,000

 無形固定資産の取得による支出 △16,540 △2,200

 社用資産の取得による支出 △232 -

 定期預金の預入による支出 △378,000 △378,000

 定期預金の払戻による収入 192,000 192,000

 貸付けによる支出 △5,864 △2,387

 貸付金の回収による収入 5,098 6,457

 その他 105 35

 投資活動によるキャッシュ・フロー △207,501 △97,838
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           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △1,549,800 -

 長期借入れによる収入 10,835,102 11,816,054

 長期借入金の返済による支出 △11,796,284 △13,085,585

 債権流動化による収入 1,045,976 -

 債権流動化の返済による支出 △683,691 △651,854

 社債の発行による収入 1,963,852 1,769,929

 社債の償還による支出 △595,000 △875,000

 自己株式の処分による収入 13,790 -

 自己株式の取得による支出 △130,209 △90,292

 配当金の支払額 △76,929 △68,605

 財務活動によるキャッシュ・フロー △973,194 △1,185,352

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,822,317 △3,028,438

現金及び現金同等物の期首残高 10,624,503 10,090,173

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  6,802,185 ※  7,061,735
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(会計方針の変更等)

(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更)

「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　平成27年３

月26日）を第１四半期会計期間より適用しております。当該会計方針の変更の適用は、当該実務上の取扱い第20項に定

める経過措置に従って、適用初年度の期首より前に締結された信託契約に係る会計処理については、本実務対応報告の

方法によらず、従来採用していた方法を継続しております。このため、当該会計方針の変更による影響はありませ

ん。　

 

(追加情報)

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

当社は、従業員に対する福利厚生サービスを目的として、受給権を付与された従業員に信託を通じて自社の株式を交

付する取引を行っております。　

(1) 取引の概要

　予め当社が定めた株式給付規程に基づき、当社の従業員が退職した場合に当該退職者に対し当社株式を給付する仕

組みです。当社は、従業員に勤続や成果に応じてポイントを付与し、従業員の退職時に累積したポイントに相当す

る当社株式を給付します。なお退職者に対し給付する株式については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分

も含め取得し、信託財産として分別管理しております。

(2) 「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　平成27

年３月26日）を適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を行っております。

(3) 信託が保有する自社の株式に関する事項

　信託における帳簿価額は、前事業年度103,159千円、当第２四半期会計期間103,159千円であります。信託が保有す

る自社の株式は、株主資本において自己株式として計上しております。　

　期末株式数は、前第２四半期会計期間928,000株、当第２四半期会計期間928,000株であり、期中平均株式数は、前

第２四半期累計期間928,000株、当第２四半期累計期間928,000株であります。期末株式数及び期中平均株式数は、

１株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。

 
(税効果会計に使用する法定実効税率の変更)

平成27年３月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が公布され、平

成27年４月１日以後開始する事業年度より、法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、平成28年１月１

日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等について、その繰延税金資産及び繰延税金負債を計算す

る法定実効税率は、平成28年１月１日から平成28年12月31日までは35.33％から32.78％へ、平成29年１月１日以降は

35.33％から32.01％へ変更されます。

この法定実効税率に基づき、当第２四半期会計期間末の繰延税金資産及び繰延税金負債を計算すると、繰延税金資産

の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が33,877千円減少、その他有価証券評価差額金が14,708千円増加、当第

２四半期累計期間の法人税等調整額が48,585千円増加することになります。
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(四半期貸借対照表関係)

※　四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形が、事業年度末残高に含まれ

ております。

(1)受取手形

　
前事業年度

（平成26年12月31日）
当第２四半期会計期間
（平成27年６月30日）

(貸借対照表上の科目)

割賦債権

リース投資資産

 
114,354

48,536

 
千円

千円

 
―

―

 
千円

千円

受取手形計 162,889千円 ―千円
 

 

(2)支払手形

　
前事業年度

（平成26年12月31日）
当第２四半期会計期間
（平成27年６月30日）

(貸借対照表上の科目)

支払手形

 
193,990

 
千円

 
―

 
千円

 

　

(四半期損益計算書関係)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

　

前第２四半期累計期間
(自　平成26年１月１日
 至　平成26年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成27年１月１日
 至　平成27年６月30日)

貸倒引当金繰入額 44,211千円 44,206千円

役員報酬 28,945千円 33,281千円

従業員給料及び賞与 389,445千円 402,125千円

賞与引当金繰入額 18,689千円 23,078千円

福利厚生費 73,574千円 76,011千円

退職給付費用 17,056千円 26,717千円

租税公課 21,457千円 19,264千円

事務費 12,828千円 12,052千円

賃借料 81,823千円 82,039千円

減価償却費 22,229千円 24,020千円
 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりで

あります。

　

前第２四半期累計期間
(自　平成26年１月１日
 至　平成26年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成27年１月１日
 至　平成27年６月30日)

現金及び預金

預入期間が３か月超の定期預金

7,330,185

△528,000

千円

千円

7,589,735

△528,000

千円

千円

現金及び現金同等物 6,802,185千円 7,061,735千円
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(株主資本等関係)

前第２四半期累計期間(自 平成26年１月１日 至 平成26年６月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年３月25日
定時株主総会

普通株式 40,629 5.50 平成25年12月31日 平成26年３月26日 利益剰余金

平成26年３月25日
定時株主総会

Ａ種
優先株式

36,300 30.00 平成25年12月31日 平成26年３月26日 利益剰余金
 

(注)　資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)所有の当社株式928,000株は、株主資本において自己株式として

計上しているため、普通株式に関する配当金の総額の計算より5,104千円を除いております。

 

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

 

当第２四半期累計期間(自 平成27年１月１日 至 平成27年６月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年３月24日
定時株主総会

普通株式 41,005 5.50 平成26年12月31日 平成27年３月25日 利益剰余金

平成27年３月24日
定時株主総会

Ａ種
優先株式

27,600 30.00 平成26年12月31日 平成27年３月25日 利益剰余金
 

(注)　資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)所有の当社株式928,000株は、株主資本において自己株式として

計上しているため、普通株式に関する配当金の総額の計算より5,104千円を除いております。

 

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期累計期間(自 平成26年１月１日 至 平成26年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：千円)

 

報告セグメント
その他
(注)

合計
リース・割賦・

営業貸付
不動産賃貸 計

売上高      

  外部顧客への売上高 14,645,127 1,432,056 16,077,182 61,728 16,138,911

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 14,645,127 1,432,056 16,077,182 61,728 16,138,911

セグメント利益 209,364 401,547 610,911 12,769 623,680
 

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、メディカルサポート事業等を含んで

おります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異

調整に関する事項)

 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 610,911

「その他」の区分の利益 12,769

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △242,509

四半期損益計算書の営業利益 381,170
 

(注)  全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

 ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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Ⅱ 当第２四半期累計期間(自 平成27年１月１日 至 平成27年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：千円)

 

報告セグメント
その他
(注)

合計
リース・割賦・

営業貸付
不動産賃貸 計

売上高      

  外部顧客への売上高 15,317,657 1,511,223 16,828,880 56,408 16,885,288

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 15,317,657 1,511,223 16,828,880 56,408 16,885,288

セグメント利益 77,860 415,302 493,162 7,781 500,942
 

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、メディカルサポート事業等を含んで

おります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異

調整に関する事項)

 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 493,162

「その他」の区分の利益 7,781

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △264,381

四半期損益計算書の営業利益 236,561
 

(注)  全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

 ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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(金融商品関係)

金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

 

(有価証券関係)

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

 

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期会計期間末の契約額等は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基

礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期累計期間

(自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成27年１月１日
至 平成27年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 32.83円 13.59円

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額(千円) 242,812 101,287

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 242,812 101,287

    普通株式の期中平均株式数(株) 7,396,786 7,454,767

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 17.67円 9.26円

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益調整額(千円) ― ―

    普通株式増加数(株) 6,346,500 3,480,043

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
事業年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

(注)　株主資本において自己株式として計上されている資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)所有の当社株

式は、「１株当たり四半期純利益金額」及び「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額」の算定上、期中

平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。なお、控除した当該自己株式の期中平均株式

数は前第２四半期累計期間928,000株、当第２四半期累計期間928,000株であります。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成27年８月11日

中道リース株式会社

取締役会  御中

瑞輝監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   大   浦   崇   志   印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   岡　　田　　友　　香   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている中道リース株式

会社の平成27年１月１日から平成27年12月31日までの第44期事業年度の第２四半期会計期間（平成27年４月１日から平

成27年６月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成27年１月１日から平成27年６月30日まで）に係る四半期財務諸

表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、中道リース株式会社の平成27年６月30日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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